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はじめに

短期留学推進制度が発足して以来、短期学生交流は急速に進展しつつあるが、学生交流

の畳的拡充に伴う「質的充実」をどのように促進するかが大きな課題となっている。とり

わけ派遣先の大学で取得する授業科目と単位・評価がどのようになっており、わが国のそ

れとはどのように互換できるのかを考えるための基礎的な資料が求められている。

本調査研究は、アジア太平洋地域における学生交流の一層の促進を意図するUMAP単

位互換スキーム(UCTS)の積極的な試行を支援すべくUMAP対象国・地域28カ国のう

ち、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、及びベトナムの5カ国の大学におけ

る単位互換を促進するのに必要な基礎的資料を整備し、わが国の大学の学生交流の質的充

実に資する目的で行ったものである。

調査の枠組みとしては各国共通として以下の通りし、それぞれ国家基準あるいは大学の

事例を挙げている。

I.教育制度の概要:高等教育の位置づけ、高等教育機関入学資格

Ⅱ.卒業要件:単位制度、卒業必要単位数

Ⅲ.成績評価の方法:評価方法、成績表への記載方法、不可の取り扱い

Ⅳ.単位互換制度とその現状:外国で取得した単位の認定方法、単位の評価、実際の状況

I.各国の教育制度の概要

1.教育制度

留学の受け入れにしても、送り出しにしても、各国の教育制度の違いによって、高等学

校卒業時における学校教育を受けた年数の差異は問題となる場合がある。本研究で取り上

げる5ヶ国の教育制度および就学年数は以下の通りである。

表1　各国の教育制度

インドネシア 基礎教育 9年 (小学校 6年、中学校 3 年 :義務教育)

中等教育 3年

高等教育 (学士課程 4年)
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マレーシア 初等教育6年 (義務教育はなし、ただし後期中等教育まで無償) (マ

レ一語国民学校外の卒業生は1年移行クラス) .

中等教育 5年

中等後教育 (大学予科、シックスフォーム) 1~ 2年

高等教育 (学士課程4 年)

フィリピン 初等教育 6年 (義務教育)

中等教育4 年

高等教育 (学士課程4 年)

タイ 初等教育6 年

前期中等教育3 年 後期中等教育3年

高等教育 (学士課程4 年)

ベトナム 初等教育5年 (義務教育)

前期中等教育4 年

後期中等教育3 年

高等教育 (学士課程4 年)

中等教育修了までの学校教育年数は、マレーシアを除く4カ国において12年である。マ

レーシアは、中等教育修了までは11年間であるが、マレー人以外については前期中等学校

以前の以降クラスで1年間学習しているため、学校教育年数は12年となる。またマレー人

も含めて中等教育後高等教育準備期間が1 - 2年あるため、高等教育機関に入学する時点

では、学校教育を12年間以上修了することとなっている。そのため日本の高等教育入学要

件である、「学校教育を12年受けていることと」については、この5カ国は通常問題はない。

2.高等教育の位置付け

高等教育就学率は、ベトナムは9.7%、インドネシアは11.3%とまだまだェリート的特長

を有しているが、マレーシアでは23.3%、フィリピンでは29.5%、タイでは31.9%にまで達

しており、大衆化し始めているといえよう。アジア諸国は初等中等教育の拡充政策ととも

に、高等教育の量的質的向上も教育政策の優先事項として掲げている。そしてほとんどの

国が高等教育の国際化を標接している。その中にはマレーシアのように、 1985年には高等

教育機関在籍者の40%が海外の機関に在籍していたものの、 1999年には5.2%にまで激減

している例もある。これは国内の私立大学の充実と海外の高等教育機関との様々な交流プ

ログラムの開発によって、国内の教育機関に在籍しながら経済的にも、その他の面でも効

果的な教育が受けられるようになったためである。しかしマレーシアは学部教育について

は国内で行うことを重視しているものの、大学院レベルの海外送り出しについては依然積

極的である。各国とも学生の国際交流を今後も促進させていく傾向にあるといえる。
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3.大学入学要件

次に、各国の高等教育機関における入学要件であるが、その詳細は各機関、学部等によっ

て異なるため、最低限の規定についてのみ一覧を示す。

表2　入学要件(最低限の資格と基準)

学 士 課 程 修 士 課 程 博 士 課 程

インドネシア : . 12 年間の学校教育 . 同 じか関連学 問分野 . 修士課程修了

イ ン ドネ シア .全 国大学入学試験 の学士課程修 了0 G P A 3.0以 上
大学 .高等教育械 関での試験 G P A 2.75以上 . 質 の高 い修士

論文

マ レー シア . 後 期 中等 教育 も し くは相
当す る教育 の修了0

. 中等 教育 全 国 統一 試 験 も
しくはそれに相 当す る試験
を受 けてお り、マ レー語 .

ムラユ語が堪能であること0

. 高 等教 育 大学 資 格試 験 へ
の合格

. マ レー シア大 学 英語 テ ス
トの受験

. 学士号の取得 . 修士号 の取得

フ ィリピン . 中等教育 の修了 . 学士課程修了 . 修士課程修了
. 各 高等 教 育機 関の入 学 試 . 特定分野では国家試 G P A 1.75以上
敬 (大学 による) 験への合格、機 関発

. 高 等学 校 3 年 間の成 績 評 行の適正証 明書0
価 の加 重 平 均 (大学 に よ . 学士課程の成績 が平
る) 均 85 点、 B 評 価、

G P A 2 .0 以上○

タイ . 12 年 間の初 等 . 学士課 程修了 あ るい . 同大学開発教
. 中 等教 育 の修 了、 高 等 学 は同等の教育を修了0 育 コースでは、
校 修 了 あ るい はそ れ と同 . チ ユラロ ンコン大学 修士号 の取得
等 以 上 と文 部 省 に:認 め ら 教育学 研究科修士課 とG P A 3.5 以
れている こと0 程 で は、 G P A 2.5以 上0 あるいは、

.就学継続可能 な経済的保証 上 2 .5未 満 の場 合 教育又 は開発

. 違 法行 為 によ り教育 機 関 は、 3 年 間の初等教 関係 の仕事の
を退学 させ られ た者 で な 育職務 経験 が必要0 経験 を 3 年以
い ことO

. 他 の教 育機 関 に籍 を置 い
ていない こと0

. 医学 、 歯学 、 看護 、 薬 学
の コI ス修 了者 は、 その
後政府機関で働 くこと0

.各機関 による入学 試験○

上0

ベ トナ ム .中等教育修了 . 学士課程修了
. 3 2歳 以下 (女 性、 退 役 軍 . 教育訓練省 による入

人 、 少 数民 族 出身 者 は35 学試験○
歳以下)○ .特定分野 では 2 年の

. 2 回の全国入学試 験0 就労経験0
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ここで短期交換留学や単位互換において注目すべき点は1一つは成績評価が修士課程や

博士課程入学要件についえの厳密な規定である。厳格で適切な成績評価と単位互換を行わ

ねば、学生の進学を妨げることにもなる。

以上は、同国内の学生入学要件であったが、海外からの学生についてはどのような条件

が必要とされているのであろうか。特にここでは、語学力について、その規定と大学によ

る対応を見てみたい。

インドネシア大学では、留学生受け入れの条件として、中等教育卒業と30歳以下という

条件に加え、授業や日常に差し支え-ない程度のインドネシア語が要求される。講義は50%

が英語で50%がインドネシア語とされているためである。インドネシア語は、文学部が開

講しているインドネシア語学習プログラムのレベル3の試験に合格しなければならず、出

来ない者はそのプログラムを受けなければ成らない。その際、プログラム受講料は別途支

払わなければならない。

マレーシアでは、英語が広く普及していることもあり、マレーシア人の入学要件にもあ

るように、留学生にも各種英語試験によって一定レベル以上の英語能力を有することが求

められる。私立大学では、 TOEFL173点以上、 IELTSでは5.5以上、 GCE1119ではレベル

6以上が求められる。

Ⅱ.各国の高等教育機関卒業要件

1.単位制

5カ国とも単位制を用いており、その定義は以下の通りである。

表3　単位に関する規程

イ ン ドネ シア 1 単位 = 55分間の講義 + 60分 の課題解決 .文献 検索 などの学問的活動

+ 60分 の自主学習 (週 3 時間を 1 セメス夕I ) 1 単位 ( 2 単位の必修 の

実習 活動) = 1 セメス夕I につ き64-8 5時間 の実習0 1 単位 (セ ツシ ヨ

ン、実験、セ ミナI 、スタジオ、論文) = 1 セメスターに72時間 の活動0

マ レー シア
1 単 位 = 1 週 間 1 時間 の講 義 を14週○ あ るいは 1 週 間 に実習 2 ～ 3

時間を14週○

フィ リピン
1 単位 = 週 1 時間の講義か演習を16- 18週間0 2 .5 時間～ 3 時間 の実

験活動 か技術 コース、 3 時間の設計作業 か実 習0

ベ トナ ム

1 単位 = ①理論講義 あるいは討論 ‥15 時間

②実験授業 ‥30~ 45 時間

③基礎実習 : 45- 90 時間」

④小論文 あるいは論文準備 : 4 5- 60 時間
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日本は、大学設置基準第21条において、 「各授業科目の単位数は、大学において定め

るものとする」とし、 「単位数を定めるに当たっては、 1単位の授業科目を45時間の学修

を必要とする内容をもって標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業

時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする」として

いる。そして、 「講義及び演習については、 15時間から30時間までの範囲で大学が定め

る時間の授業をもって1単位とする」、 「実験、実習及び実技については、 30時間から45

時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位とする」としている。これは、

上記アジア五カ国と比べるとほぼ同じような時間が1単位取得の条件とされているといえ

よう。

しかし日本の大学は自学自習の概念や厳格な成績評価が確立していない。例えばインド

ネシアのように、講義以外の自学自習や課題学習の時間を決め、それを実際に評価してい

ない場合が多いといえよう。このような状況では、 1単位あたりの学習時問が同じか少な

いアジアの大学では、日本の単位は認定してもらえるかもしれないが、そうでない場合は、

同じ単位数は認められないことになる。

2.必要単位数および年数

各国の大学の卒業要件は以下の通りである。

表4　卒業要件(必要単位数)

学士課 程 修 士 課 程 博 士 課 程

日本 ‥広島大学 124 30および修士論文 30単位お よび博士論文

イ ン ドネ シア 144 36 -50

マ レI シア 115 33 (修士論文含 む) 90 (博士論文30単位含 む)

フ ィ リピン 120-190 30 -36 (修士論文 6 単位を含 む) 45-60 (論文 12単位を含む)

タイ 120-150 36 48 (学 位論文 含む)

ベ トナム 210 80 - 100 (修士論文 を含む) 6-10単位 と学位論文

卒業に必要な年数は、各Egとも学部や学科によって異なるが、一般的に、 5カ国とも学

士課程は4年間、修士課程は2年間、博士課程は2年間を修了に最低必要な年数としてい

る。また、単位以外の卒業要件として、インドネシア大学学士課程ではGPA2.00以上で

E評価を受けていないこと、修士課程ではGPA2.75以上であることなどの条件がある。

タイでも学士課程はGPA2.00以上、出席率80%以上、修士・博士課程ではGPA3.C　以

上が求められる。

-59-



Ⅲ.各国の大学における成績評価の方法

1.成績評価の方法

次に成績の評価方法であるが、各国以下のような方法で成績を総合的に評価し、絶対評

価が用いられている。

表5　成績評価方法

イ ン ドネシア 成績評 価 は絶対評価こ教官 によって課 された試験、課題、講義受講態

度 および学期途中 と学期末の試験 によって評価 される0

マ レーシア 学 期途 中 にお け る適 時の小 テス トや課題 、学 期末の最終評 価試験 か

ら評価 す る0 最終試験 は出席率80 % 以上0

フ ィリピン 特 定 の学 期 に学生 の実績 を評 価す るため に口頭 と筆 記試験 を行 う0

一 般 に、 これ らとは別 に、学 生 の関心、 態度、 お よび出席、 期末 レ

ポー ト、 プ ロジェク トな ど授業 で求 め られ る課題が最終 的な評価 の

際 に含 まれ る0

ベ トナム
試験 は、口頭、記述 、実践 のいずれか の方法O セ メス 夕I ごとに、以下

の 2 種 類の試験 が実 施 され る○ ①期 間中、80 % 以上授業 に出席 し、

そ.の科 目を学習 す る間 に課 され る課題 や小論文 にお いて、 平均以上

の評価 を受 けた学生 を対象 に実施 され る試験0 ② 出席 が十分 ではな

か った、 もしくは① の試験 に失敗 した学生 を対象 に実施 される試験0

2.成績表への記載方法

以上のような方法で出された成績は、表6のような記号で成績表に示される。

表6　成績評価点記載方法

成 績 .評 価 不 合 格

日本 優 、 良 、 可 、 不 可 不 可

イ ン ドネ シア A .B .C .D .E E

マ レー シア A ,A ーB + .B .B -.C + .C .C 一,D + ,D ,F F

フ ィ リ ピン A .A -.B + .B 一,C ,F F

タイ A IB + .B ,C + ,C ,D + ,D ,F F

ベ トナ ム 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 4 点 以 下

-60-



これらの記号は以下のような評価の意味を示しており、ベトナムを除く4ヶ国がGPA

方式を採用しているため、評価点数もその算出に用いられる。

表7　インドネシア

評価

記号

評 価

点 数
評価点 評価の意味

A 80- 100 4 大変よい

B 70- 79 3 よい

C 60- 69 2 V 'ii

D 50- 59 1 不十分

E 0ー49 0 非常に不十分

表8　マレーシア:マラヤ大学

評 価

記 号

評 価

点 数
評価点 意 味

A 76-100 4.0 非常 によい

A I 72-75 3.7 非常 によい

B + 68-71 3.3 よい

B 64-67 3.0 よい

B - 60-63 2.7 よい

C 十 55ー59 2 .3 合格

C 50 -54 2 .0 合格

c - 4 5-49 1.7 条件付合格

D + 4 0-44 1.5 条件付 き合格

D 35ー39 1.0 不合格だが再履修可能

F < 35 0 .0 不合格

表9　フィリピン:国家基準

評価
記号

評 価
点 数

評価点 評価の意味

A 80ー100 4 大変よい

B 70- 79 3 よい

C 60- 69 2 十分

D 50- 59 1 不十分

E 0- 49 0 非常に不十分

表10　タイ:大学省の基準

意　　味

優秀

とてもよい

良い

相当良い

まずまず(可)

劣っている

かなり劣っている

不utir

不完全
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3.不可の取り扱い

このように評価され、不可を取った場合の対応は、表11のように各国様々である。

表11不可の取り扱い方

日本 :広島大学 不可 は成績表 に記載される0 再履修は可能○単位を取 った科 目の再

履修は認められない0

イ ンドネシア ‥ E (不可) は成績表に記載 される0 再履修 は可能 O E 評価はそのまま

インドネシア大学 記載が残るが、.再履修後は、 カウントされない0 なお、B や C 評価

であつてもよりよい評価を得るために再受講することも可能○

マ レーシア ‥ F (不可) は成績表に記載 される○再履修 は 2 回まで0 F 評価以外の

マラヤ大学 評価 は何度でも再履修ができ、単位取得を目指 したり、総合評価点

の向上を目指す ことができる0

フィリピン ‥ 「不合格」 は成績表に記載される○「条件付合格」「不合格」の評価

フィリピン大学 を受 けた学生は、再試験を受けることができる0 再試験で不合格で

あった場合は、再履修ができるが、1 度だけである0 学生が得たすべ

ての評価(再試験′最終評価まで)が成績表に記録される0

タイ : D .D + .F 、U 評価を取得 した場合、再履修可能0 新たな評価点を加え

チエラロンコン大学 て、G P A が計算される0

ベ トナム : 必修科目で不合格点を取った場合、再履修は出来ず、留年0

以上のような成績評価に加えて注目すべきは、各国における成績指標制度による、厳罰

制度、表彰制度である。

インドネシアでは、国家規定により、卒業の際の名称には3種類あり、学部課程は、 G

PAが2.00-2.75で「満たしている」、 2.76-3.50で「十分に満たしている」、 3.51-4.00

で「賞賛に値する」である。大学院修士課程は、 GPAが、 2.75-3.40で「満たしている」、

3.41-3.70で「十分に満たしている」、 3.71-4.00で「賞賛に値する」と評価される。こ

の成績評価には、単位取得に要した期間もその評価に加えられる。 「賞賛に値する」とい

う名称を与えられるためには、学部課程は最短期間プラス1年間以内、大学院修士課程は

最短期間プラス半年間以内に必要単位を取得しておく必要がある。大学院博士課程につい

ては、関連する高等教育機関によって設定される。

マレーシアのマラヤ大学では、厳罰制度として、 GPA2.0未満の成績をとった学生は、

「注意する学生」として学部長に警告を受け、学習方法や今後どのように成績を向上させ

るかについて集中的な指導と監督を受ける。そして、次のセメスターでは、 12単位以上

の科目に履修登録をすることができない。表彰制度としては、 1セメスターで15単位以

上を履修し、 GPA3.5以上の評価を受けた場合、 「優秀な成績を修めた」と成績表に記載
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される。

フィリピンのディリマン大学では、特に優秀な成績を修めた学生を表彰する制度がある。

そのため、交換留学する場合、 「優等」生として卒業したい生徒は、海外での単位の取得

は25%までとされている。海外の大学での成績の良し悪Lに関わらず、確実な成績評価

指標に基づき、優等生を決定しようとしているのであろう。

タイのチュラロンコン大学では、 GPA2.00未満の場合、保護観察におかれる。さらに、

①各セメスターの終了時累積のGPAl.50未満の場合、 ②保護観察の間のGPAが②セメ

スター連続して1.80未満の場合、 ③保護観察の間のGPAが4セメスター連続して2.00

未満の場合は、その学生は次のセメスターの登録資格が与えられない。表彰制度としては、

累積のGPAが4年間で3.60以上で、どの科目も不合格になることがなければ、優秀賞

が授与される。同じくGPAが3.25以上であれば優等賞が授与される。首席で卒業する

場合は、ゴ-ルドメダルが授与される。

このように、各国ではきめ細かい厳格な評価方法をとっており、成績指標制度の運用は

工夫され、厳罰、表彰制度などにより、修学期間を通じて学生が真剣に学業に取り組みつ

づける動機付けを付与している。また、怠慢な学業態度は許されないともいえる。これは

学生自身の努力によるアウトプットの保証を行っているといえよう。

このような詳細で厳格な成績評価制度についても考慮し、単位互換についてきめ細かで

柔軟な対応と取り組みを行わなければならない。フィリピンのように、優等生として卒業

するためには海外の大学で取得した単位は25%までという規制があるのは、典型的な例

といえよう。日本の大学も厳格で厳密な成績評価を行い、信頼を勝ち得ない限り、留学生

にとって日本でとった単位が不利になることとなる可能性がるようでは、交換留学の促進

はないといえよう。
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Ⅳ.単位互換制度とその現状

1.単位互換の認定

インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピンでは、単位互換が各大学の学部が裁量権

を持ち、以下のような互換の規準を設けて協議し、認定しているようである。ベトナムに

ついては、単位互換は現在のところ認められていない。

表12　単位互換が認定される単位数および互換方法

互換認定単位数 単位互換の基準 協議機関 評価の互換

日本 :広島大学
60単位を越えない
範囲

大学が教育上有益

と認める時0
教授会 規定なし

インドネシア 規定な し
履修科 目の内容、

時間数

所属学部長及

び教官数名
同 じ

マレーシア :

マラヤ大学
全体の 3分の 1

単位を取得 した大

学、科 目内容、評

価方法○英語の成

績証明書を必要と

する0

所属学部 同 じ

フィリピン‥

フィリピン大学

学士課程 ‥必要単

位数の 50% (「優

等」生 として卒業

したい場合は、25

% まで)0

修士 .博士課程 ‥

必要単位数の8 分

の 3 0

必ず しもフィリピ

ンの大学が提供す
る科 目と同 じであ

る必要はない○ 所属学部 考慮

タイ

大学省管轄チエラ

ロンコン大学 ‥卒
業必要単位数の 4

分の 1 0

当該科 目の シラバ

ス.とチエラロンコ

ン大学の評価基準○
「C 」 以上 の評価

であること○

大学評議会
同 じO G P A

は伴わない0

文部省管轄 ‥地域

総合大学正規学生

は、1 セメスター

22 単位まで○

規定な し
カ レッジ審議
委員会

規定なし

ベ トナム 単位互換は認められず、短期間留学 した場合は、復学後留年する0
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2.単位互換の現状

以上のような規定はあるものの、実際には単位互換の状況はまちまちである。

インドネシアではUMAP担当委員が高等教育総局に配置されているものの、まだ大学

などでは単位互換はほとんど行われていないという。インドネシア大学国際センター職員

によると、その理由は、官僚的な手続きの面倒さや、教授陣が他大学での単位を認めたが

らない傾向が強いため、ということであった。

マレーシアでは単位互換は国内の教育機関同士でも頻繁に行われており、海外の機関と

も英語での成績証明書と十分な資料がある場合は、さほど問題なく単位互換がなされると

のことであった。

フィリピンのフィリピン大学では、 UMAP協定校への短期留学を優先的に推奨してお

り、協定書においてプログラムに関する多くの規約を設け、単位互換を行っている。また、

デラサール大学マニラ校は、 3単位制をとっているが、積極的に日本の大学のシステムと

の調整を行って単位互換を行っている。その際、単位互換と評価の処理を円滑にするため

に、学生が留学する前に日本の大学の科目リストを比較考察して、履修可能な科目につい

てアドバイスをするようにしている。

タイでは、 1999年にUMAPのUCTSに関する会議が開催され、 UCTSに関する5ヵ

年計画も内閣に承認され、同年から計画はスタートしている.しかしこれまでタイでは、

短期留学は少なく、長期留学によって学位取得をして帰国するケースが多かったため、短

期留学生で単位互換を要求し、実際に行われた事例は僅かであるという。

各国が国際交流協定を結ぶ際に、また単位を互換する際に重視しているのは、協定校の

ランキングであるという。インドネシア、フィリピンではアクレディテーションがかなり

進んでおり、マレーシアでも現在私立大学に留まらず、国立大学まで広がり始めている。

これらの国々では国内における学生交流に際しても国内のアクレディチ-ション結果を重

要な基準とみなしている。日本の大学に対しても、世界で、またアジアでどの程度のラン

クに位置づけられるのかは高い関心をよんでおり、今後優秀な学生との交換留学を目指す

ためには、質の高い教育の提供を酎旨すと同時に、国際的な評価を受ける必要があるとい

えよう。

おわリに

以上みてきたように、各国の教育制度は国の社会的背景によってかなり異なる。しかし、

高等教育機関は5カ国ともセメスター制度を用いており、評価制皮も確立している.単位

互換はまだまだ積極的に行われている状況ではなく、 UCTS評価を用いる大学もまだ少

ないようである。今後、各国において単位互換に関する法的整備が行われ、各大学におい

て単位互換に関する重要性の認識が向上され、プロセスの確立と簡易化が進められること
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が望まれる。日本としては、本調査において行った各国の'1単位の定義、成績評価の方法

など、基礎的資料を踏まえて各国で学生が取得してきた単位の互換をUCTSに換算して

単位を互換できるよう努力していかなければならない。
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